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附 則 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この細則は、東日本高速道路株式会社契約規程（平成１７年度規程第９号。以下「規程」とい

う。）第１６条の規定に基づき、会社における契約事務の手続を定め、適正な契約事務を行うことを

目的とする。 

（契約責任者及び検査責任者） 

第２条 規程第３条で定める契約責任者については別表１、検査責任者については別表２のとおりと

する。 

２ 本部長又は支社長は、必要があるときは、所属の執行役員又は社員に契約責任者の職務の一部を

代行させることができる。 

３ 契約責任者の職務の一部を代行させる場合において、当該職務を代行させる社員（以下「代行責任

者」という。）の範囲及び代行させる職務の範囲は、別表３のとおりとする。 

４ 代行責任者は、当該契約責任者に所属し、かつ、当該契約責任者の名においてその職務を処理する

ものとする。 

５ 契約責任者及び検査責任者（以下本条において「契約責任者等」という。）は、その職務の一部を

処理させるため補助者をおくことができる。 

６ 契約責任者等は、補助者をおくときは、当該補助者の職務の範囲を明示して、辞令書又は補助者任

命簿により任命するものとする。 

第２条の２ 本社の契約責任者は代表取締役の名において、また、支社及び事務所の契約責任者は自

己の名において、契約手続を行うものとする。ただし、総務・経理本部長が別に定める場合を除く。 

第２章 競争契約 

第１節 共通事項 

（競争契約の方法） 

第３条 規程第４条に定める競争契約の方法は、次のとおりとする。 

一 一般競争 公告して申込者を募集することにより競争に付する方法 

二 条件付一般競争 一定の条件を付した公告をして申込者を募集することにより競争に付する方

法 

三 指名競争 指名して申込者を募集することにより競争に付する方法 

第２節 競争参加資格 

（競争参加資格） 

第４条 規程第５条に定める競争参加資格に関して、総務・経理本部長は、必要があると認めるとき

は、あらかじめ、工事、調査等、業務の委託、物品等の購買等その他についての契約の種類（以下「契
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約の種類」という。）ごとに、実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模、経営の状況その他

必要な事項について、競争に参加するのに必要な資格を定めることができる。この場合において、必

要があると認めるときは、契約制限価格に対応した等級の区分を定めることができる。 

（資格の審査の申請） 

第５条 総務・経理本部長は、前条により資格を定めたときは、契約の種類ごとに、少なくとも３年に

１回定められた時期に、又は必要のつど、一定の様式を定めて、競争に参加する者に対し、当該資格

を審査するために必要な事項の申請を求めなければならない。 

第３節 一般競争契約・条件付一般競争契約 

（競争参加不適格者） 

第６条 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、特別の理由がある場合を除くほか、競

争への参加を認めてはならない。 

 一 民法に規定する制限行為能力者である個人（個人とは自然人をいう。以下本条において同じ。） 

 二 破産法に基づき破産手続開始の申立てをした法人 

２ 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実が明らかになった

日から２年間、競争への参加を認めないことができる。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行

為をした個人又は法人（当該行為をした法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を

含む。以下、本項において同じ。） 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した

個人又は法人 

三 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた個人又は法人 

四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた個人又は法人 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった個人又は法人 

六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした個人又は法人 

七 その他会社に著しい損害を与えた個人又は法人 

八 前各号の一に該当する個人又は法人を、その該当する事実のあった日から２年以内に、会社と

の契約において使用した個人又は法人 

３ 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、その間において、競争への参加を認めな

いことができる。 

 一 会社と重大な利害の対立があり、かつその態様からみて契約の相手方として不適当であると認

められる個人又は法人 

 二 前号又は前項各号の一に該当する個人又は法人を、会社との契約において使用しようとする個

人又は法人（当該行為をしようとする法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。） 

４ 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争への

参加を認めてはならない。 

一 破産法に基づき破産手続開始の申立てをした個人で、復権を得ない者 

二 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした個人又は法人で、再生手続開始の決定を得な

い者 

三 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした法人で、更正手続開始の決定を得ない者 
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四 経営状態が著しく不健全であると認められる個人又は法人 

五 市場競争を実質的に制限する行為があると認められる個人又は法人（当該行為があると認めら

れる法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。） 

六 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者として、公

共工事等からの排除要請等の対象とされた法人 

（一般競争契約にかかる参加資格） 

第７条 契約責任者は、第４条に定める競争参加資格の有資格者であることのほか、必要があるとき

は、そのつど、契約ごとに、一般競争に参加するために必要な資格を定めることができる。 

（条件付一般競争契約にかかる参加条件） 

第８条 契約責任者は、第４条に定める競争参加資格の有資格者であることのほか、必要があるとき

は、そのつど、契約ごとに、条件付一般競争に参加するために必要な条件を定めることができる。 

（委員会の設置） 

第９条 契約責任者は、第７条の規定に基づき一般競争に参加するために必要な資格を定める場合又

は前条の規定に基づき条件付一般競争に参加するために必要な条件を定める場合、若しくは第１２

条の規定に基づき当該競争参加資格又は条件（以下「競争参加資格等」という。）を満たすかどうか

を審査する場合においては、委員会を設置し、これに諮るものとする。 

２ 前項に規定する委員会の構成及び運営については、別に定める。 

（競争参加資格等の審査の申請） 

第１０条 契約責任者は、第７条の規定により資格を定めたとき又は第８条の規定により条件を定め

たときは、競争に参加する者に対し、競争に参加する者の競争参加資格等の適否を判断するために必

要な事項の申請を求めなければならない。この場合において、これらの事項は入札の公告で明らかに

しておかなければならない。 

（入札の公告） 

第１１条 契約責任者は、一般競争又は条件付一般競争に付するときは、原則として入札執行期日の

前日から起算して少なくとも４０日前に新聞紙、掲示その他の方法により当該入札を公告しなけれ

ばならない。ただし、急を要する場合又は契約の性質上必要がないと認める場合は、入札準備に支障

のない範囲でその期間を短縮することができる。 

（競争参加資格等の審査） 

第１２条 契約責任者は、一般競争又は条件付一般競争に参加する者が第１０条の申請をしたときは、

第７条に定める資格又は第８条に定める条件について、その者が競争参加資格等を有するかどうか

を審査しなければならない。 

（経営状態の審査） 

第１３条 契約責任者は、一般競争又は条件付一般競争に参加する者の経営状態その他について審査

する必要がある場合は、競争に参加する者に対し、審査をするために必要な財務諸表その他の資料の

提出を求め、十分な審査を行わなければならない。 

（入札に必要な書類の交付） 

第１４条 契約責任者は、入札の公告を行ったときは、入札執行期日の前日までに、一般競争又は条件

付一般競争に参加する者に対し、次の各号に掲げるもののうち、当該入札に必要な書類を交付するも

のとする。 
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一 契約書の用紙 

二 入札者に対する指示書 

三 共通仕様書 

四 特記仕様書 

五 設計書（金額が記載していないもの） 

六 設計図（位置図、平面図等の図面を含む。） 

七 その他当該入札に必要な書類 

八 前各号の追録その他これを補足する書類 

２ 契約責任者は、必要があると認める場合は、一般競争又は条件付一般競争に参加する者から、前項

により交付した書類を回収するものとする。 

（現場説明等） 

第１５条 契約責任者は、一般競争又は条件付一般競争に付するときは、競争に付する事項について

の現場説明又は机上説明は、特に必要があると認める場合を除き、行わないものとする。 

２ 契約責任者は、特に必要があると認め、現場説明又は机上説明を行う場合は、場所及び日時を指定

して行うものとする。 

（入札ボンド） 

第１６条 契約責任者は、規程第７条に定める競争参加保証金に代えて、競争に参加する者から、別に

定めるとおり、入札ボンドの提出を求める。 

（契約制限価格の作成） 

第１７条 契約責任者は、規程第８条に定める契約制限価格を当該契約に関する仕様書、設計書等に

よって設定し、その契約制限価格を記載した書面（以下「契約制限価格書」という。）を封書にして、

開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、別に定める場合においては、封書にし

ないことができる。 

（契約制限価格の設定方法） 

第１８条 契約責任者は、当該契約に関する価格の総額について、契約制限価格を定めなければなら

ない。ただし、一定期間継続して行う物品等の購買等の契約を締結しようとする場合は、単価につい

て契約制限価格を定めることができる。 

２ 契約責任者は、前項の契約制限価格について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の

多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

（契約制限価格の秘密保持） 

第１９条 契約責任者は、契約制限価格及び契約制限価格作成の基礎となった書類は秘密としなけれ

ばならない。ただし、契約締結後は、契約制限価格を公表することができる。 

２ 契約責任者は、別に定める場合は、契約締結前に、契約制限価格を公表することができる。 

３ 前２項に規定する公表の方法その他必要な事項については別に定める。 

（委任状等の確認） 

第２０条 契約責任者は、代理人又は使者によって入札に参加する者がある場合は、入札の執行に先

立ち、代理人によって行う入札については委任状が、使者によって行う入札についてはこれを証する

書面が、それぞれ正当なものであるかどうかを確認しなければならない。 

（誓約書の提出等） 
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第２１条 契約責任者は、入札に参加する者から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年４月１４日法律第５４号）等に違反する行為を行なっていないことを約する旨の誓約

書の提出を受け又は協定の締結をしなければならない。 

（入札書の投入） 

第２２条 契約責任者は、競争に参加する者に対し、入札書を、入札執行の場所及び日時に持参するよ

う指示しなければならない。ただし、第４項に定める場合及び別に定める場合は、この限りでない。 

２ 入札を執行する社員は、競争に参加する者に対し、入札書を、入札箱に投入するよう指示しなけれ

ばならない。ただし、第４項に定める場合は、この限りでない。 

３ 契約責任者は、入札書の投入後、入札者が、その投入した入札書を引換え、変更又は取消すること

を認めてはならない。 

４ 電子入札システムによる場合は、入札書入力画面上において作成し、会社の指定する日時までに

電子入札システムにより提出するものとする。 

（開札） 

第２３条 契約責任者は、開札を行うときは、公告に示した入札執行の場所及び日時に、入札者の面前

において、入札者全員の入札書が投入されたことを確認したのち直ちに行う。ただし、電子入札シス

テムによる場合は、入札者の面前において行うことを要しないものとする。 

２ 契約責任者は、前項の開札を行ったのち、落札予定者が決定する場合は 高又は 低入札者名及

びその入札価格を、落札予定者が決定しない場合は 高又は 低入札価格のみを朗読することとす

る。ただし、入札者全員が電子入札システムによる入札の場合は、朗読を要しないものとする。 

（入札の無効） 

第２４条 契約責任者は、開札を行ったときは、入札書を審査し、当該入札書が次の各号の一に該当す

ると認めた場合は、これを無効としなければならない。 

一 入札金額が訂正してある場合 

二 入札者の記名押印又はそれに代わる入札者の特定及び改ざんの阻止のための措置が欠けている

場合 

三 誤字、脱字（数字の脱落を含む。）等により意思表示が不明確な場合 

四 入札の目的に示された要件と異なっている場合 

五 条件が付されている場合 

六 同一入札者の入札書が２通以上投入されている場合 

七 再度入札の場合において、前回の 高額を下回る金額又は前回の 低額を上回る金額で入札さ

れている場合 

八 前各号に掲げる場合のほか、会社の指示によらない、又は入札に関する必要な条件を具備してい

ない場合 

２ 契約責任者は、入札者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入札者の行った入札を無

効としなければならない。ただし、別に定める場合は、第３号に掲げる事項に該当するときであって

も、入札を有効とすることができる。 

一 競争に参加するために必要な資格がないと認められる者が入札を行った場合 

二 競争参加保証金の納入を必要とする入札において、これを納入していない者が入札を行った場

合 
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三 郵便又は電報により入札を行った場合 

四 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合 

五 明らかに連合によると認められる入札を行った場合 

六 社員の職務の執行を妨害して入札を行った場合 

七 申請書等に虚偽の記載をしていると認められる場合 

八 前各号に掲げる場合のほか、会社の指示によらなかった場合 

３ 契約責任者は、前２項の規定により入札を無効としたときは、直ちに入札者全員の面前で、当該入

札を無効とする旨を明らかにしなければならない。ただし、電子入札システムによる場合は、入札者

の面前において行うことを要しないものとする。 

４ 契約責任者は、落札者が無効の入札を行っていたと認めた場合は、落札決定を取り消すものとす

る。 

（再度入札） 

第２５条 契約責任者は、第２３条第１項の規定により開札を行った結果、入札者の入札のうち契約

制限価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに又は別に日時を定めて再度の入札を行う

ことができる。ただし、別に定める場合を除き、その回数は１回を限度とする。 

２ 契約責任者は、前項に規定する再度の入札を行うときは、当初の入札に参加しなかった者及び前

条第２項の規定により入札を無効とされた入札者の参加を認めてはならない。 

３ 契約責任者は、第１項の規定により再度の入札を行うときは、契約制限価格その他の条件を変更

してはならない。ただし、別に定める場合で、第２３条第１項の規定により開札を行った結果又は第

１項に定める再度の入札の結果、契約責任者が必要と認めて、自動落札方式及び価格協議方式にあっ

ては 高又は 低入札者から順次に、総合評価方式にあっては 高の評価値を得た者から順次に、交

渉を行う場合は、当初競争に付するときに定めた契約制限価格を変更することができる。 

（落札者の決定方法） 

第２６条 契約責任者は、当該契約の内容、性質若しくは目的に鑑み、次の各号に掲げる方法のいずれ

かにより落札者を決定するものとする。 

一 自動落札方式 契約制限価格（契約制限価格の設定を省略している場合については、設計額又は

これに準ずる適正な価格とする。以下、本条において同じ。）の制限の範囲内において、 高又は

低の入札価格を契約の価格とし、当該入札をした者を落札者とする方式 

二 協議合意方式 契約制限価格の制限の範囲内において、 高又は 低の価格をもって入札をし

た者又はその者及び他の入札をした者とその価格について協議を行い、合意を得た場合に、その合

意した価格を契約の価格とし、当該者を落札者とする方式 

三 総合評価方式 契約制限価格の制限の範囲内において、価格及びその他の条件により算出する

評価値が会社にとって も有利な者を落札者とする方式 

２ 契約責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、前条第１項の規定に

準じて、当該入札を行った２者以上の者による再度の見積により落札予定者を決定することとする。

ただし、再度の見積によってもなお落札予定者が決定しない場合又は再度の見積によることが不適

当と認められる場合は、当該入札を行なった２者以上の者によるくじ引きにより落札予定者を決定

する。 

３ 契約責任者は、第１項各号の場合において、落札予定者の申込みに係る価格によっては、その者に
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より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め

られるときは、契約制限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、自動落札方

式及び価格協議方式の場合は 高又は 低の価格をもって申込み又は合意をした者、総合評価方式

の場合は価格及びその他の条件により算出する評価値が会社にとって も有利な申込みをした者を

落札予定者とすることができる。 

４ 契約責任者は、第２項ただし書きの場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があると

きは、これに代わって入札事務に関係のない社員にくじを引かせることができる。 

５ 契約責任者は、落札予定者の入札価格の内訳又は工種ごとの単価その他について条件が付されて

いる場合において、当該条件が満たされないときは、当該落札予定者を落札者とすることができな

い。 

６ 契約責任者は、第２項の規定により決定した落札予定者が契約を締結しない場合及び前項の規定

により落札者としない場合は、契約制限価格の制限以内における次順位の価格をもって申込みをし

た者を落札予定者とすることができる。 

（落札者の告知） 

第２７条 契約責任者は、落札予定者が決定した場合は、その者の氏名及び落札となるべき金額を、落

札予定者がいない場合又は再度の入札を行おうとする場合は、その旨を、入札者全員に知らせなけれ

ばならない。 

（入札状況調書の作成） 

第２８条 契約責任者は、入札を執行したときは、すみやかに入札状況を明らかにした入札状況調書

を作成しなければならない。 

第４節 指名競争契約 

（指名基準） 

第２９条 総務・経理本部長は、競争への参加を求める者を指名しようとする場合において、必要があ

るときは、契約の種類ごとに、その指名する場合の基準を定めることができる。 

２ 前項の基準は、少なくとも次に掲げる事項について定めなければならない。 

一 信用状態 

二 過去の履行成績 

三 技術的適性 

３ 第１項の基準は、前項各号に掲げる事項に加え、必要に応じて次に掲げる事項を定めることがで

きる。 

 一 手持ちの受注状況 

 二 地理的条件 

 三 その他別に定める事項 

（競争参加者の指名） 

第３０条 契約責任者は、指名競争に付するときは、有資格者のうちから、前条第１項に定める基準に

より適正な者を選択して、競争への参加を求める者をなるべく１０者以上指名しなければならない。 

２ 契約責任者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、有資格者以外の者で

あっても競争への参加を求める者として指名することができる。 
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一 契約を緊急に締結する必要がある場合 

二 特別の技術、経験等が必要である場合 

三 共同企業体と契約を締結する場合 

四 契約の種類ごとに年間の契約件数又は契約金額が僅少である場合 

五 その他会社の業務遂行上特に必要と認める場合 

３ 契約責任者は、指名競争入札の結果、落札者がない場合において、さらに指名競争に付するとき

は、当該競争入札に参加した者を除外して指名しなければならない。 

４ 契約責任者は、落札者が契約を締結しない場合において、さらに指名競争に付するときは、当該落

札者を除外して指名しなければならない。 

（委員会の設置） 

第３１条 契約責任者は、前条の規定により競争への参加を求める者を指名する場合において、必要

があるときは、契約の種類ごとに、合理的かつ適正な指名を行うための委員会を設けてこれに諮るこ

とができる。 

２ 前項に規定する委員会の構成及び運営については、別に定める。 

（指名通知） 

第３２条 契約責任者は、指名競争による場合において、当該競争への参加を求める者を決定したと

きは、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。 

一 入札に付する事項 

二 契約条項を示す場所 

三 入札執行の場所及び日時 

四 その他必要な事項 

（一般競争・条件付一般競争に関する規定の準用） 

第３３条 第６条及び第１３条から第２８条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合に

おいて第１４条第１項、第１６条第４項及び第２３条第１項中「公告」又は「入札の公告」とあるの

は「指名通知」と読み替える。 

第３章 随意契約 

第１節 競争入札後随意契約の特例 

（競争入札後随意契約） 

第３４条 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、落札者がないとき若しくは再度の入札

に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、再度の競争契約手続に移行す

ることとし、随意契約による契約の締結は行わない。ただし、別に定める場合に限り、随意契約によ

る契約の締結を行なうことができる。この場合においては、以下各項の規定により契約の締結を行な

うこととする。 

２ 契約責任者は、競争に付した場合に入札者がないときで、随意契約により契約を締結しようとす

る場合は、当該競争に参加するために必要な資格を有する者を契約の相手方としなければならない。 

３ 契約責任者は、競争に付した場合に落札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないと

きで、随意契約により契約を締結しようとする場合は、当該競争に参加した者を契約の相手方としな

ければならない。この場合においては、自動落札方式及び価格協議方式にあっては、 高又は 低入

札者から順次に、総合評価方式にあっては、 高の評価値を得た者から順次に随意契約の交渉を行う
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ものとする。 

４ 契約責任者は、前２項の場合は、契約保証金、履行を保証する書面（以下「保証証書」という。）

及び履行期限を除くほか当初競争に付するときに定めた契約制限価格その他の条件を変更すること

ができない。ただし、別に定める場合で、前項に定める随意契約の交渉の結果、契約責任者が必要と

認める場合は、当初競争に付するときに定めた契約制限価格を変更することができる。 

５ 契約責任者は、落札者が契約を締結しない場合で、随意契約により契約を締結しようとするとき

は、当該落札者以外の競争に参加した者を契約の相手方としなければならない。この場合において

は、履行期限を除くほか、当初競争に付するときに定めた契約制限価格その他の条件を変更すること

ができない。 

６ 契約責任者は、前項の場合は、自動落札方式及び価格協議方式にあっては、 高又は 低入札者か

ら順次に随意契約の交渉を行うものとし、その契約金額は、前項の落札者の落札金額以下で、総合評

価方式にあっては、 高の評価値を得た者から順次に随意契約の交渉を行うものとし、その契約金

額は、前項の落札者の評定値以上で、決定しなければならない。 

（見積書の提出） 

第３４条の２ 第２４条及び第２８条の規定は、前条第３項及び第６項の随意契約の交渉において、

見積書の提出を求める場合に適用する。この場合において「入札」とあるのは「見積」と、「入札状

況」とあるのは「見積状況」と、「入札状況調書」とあるのは「見積状況調書」と読み替える。 

（随意契約の相手方の決定） 

第３４条の３ 契約責任者は、前条の規定に基づき見積書の提出を受けたときは、契約制限価格の制

限以内（契約制限価格の設定を省略している場合については、設計額又はこれに準ずる適正な価格と

する。）で、自動落札方式の場合は 高又は 低の価格により申込みをした者を、総合評価方式の場

合は価格及びその他の条件により算出する評価値が会社にとって も有利な申込みをした者を、随

意契約の相手方としなければならない。 

第２節 随意契約の手続 

（随意契約の実施基準） 

第３５条 契約責任者は、随意契約により契約を締結することができる。 

２ 前項に規定する随意契約の実施基準については、契約の種類ごとに、別に定める。 

（見積者の決定） 

第３６条 契約責任者は、随意契約による場合は、有資格者のうちから適当な者をなるべく２者以上

選択して見積書の提出を求めることとする。 

２ 第２９条、第３０条第２項及び第３１条の規定は、見積書の提出を求める者（以下「見積者」とい

う。）を決定する場合に準用する。この場合において、「競争への参加を求める者」とあるのは「見積

者」と読み替える。 

３ 契約責任者は、前２項の場合において、特別の事情があるときは、第１項の規定にかかわらず特定

の者に対し、見積書の提出を求めることができる。 

（見積方通知等） 

第３７条 契約責任者は、前条の規定に基づき見積者を決定したときは、次に掲げる事項について、そ

の者に期限を定めて見積方の通知をしなければならない。 

一 見積する事項 
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二 契約条項が記載された書面を交付する場所 

三 見積書の提出期限 

四 その他必要な事項 

２ 契約責任者は、前項の場合において、必要があるときは、見積者に対する指示書、仕様書、設計書

（金額が記載していないもの）、設計図その他の必要な書類を交付することができる。この場合にお

いては、第１４条第２項及び第１５条の規定を準用する。 

（契約制限価格の作成） 

第３８条 随意契約による場合において契約制限価格を作成する必要があるときは、第１７条から第

１９条までの規定を準用する。この場合において、「入札」とあるのは「見積」と読み替える。 

（見積書の提出） 

第３９条 第２０条、第２１条、第２４条及び第２８条の規定は、見積書の提出を求める場合に準用す

る。この場合において「入札」とあるのは「見積」と、「入札状況」とあるのは「見積状況」と、「入

札状況調書」とあるのは「見積状況調書」と読み替える。 

（随意契約の相手方の決定） 

第４０条 契約責任者は、第３６条の規定に基づき見積書の提出を受けたときは、契約制限価格の制

限以内（契約制限価格の設定を省略している場合については、設計額又はこれに準ずる適正な価格と

する。）で、自動落札方式の場合は 高又は 低の価格により申込みをした者を、総合評価方式の場

合は価格及びその他の条件により算出する評価値が会社にとって も有利な申込みをした者を、随

意契約の相手方としなければならない。 

２ 契約責任者は、契約の性質又は目的から見積書の提出を受け難い場合の契約については、第３６

条の規定にかかわらず、価格又はその他の条件が会社にとって も有利な申込みをした者を契約の

相手方とすることができる。 

３ 第１項の場合において、契約責任者は、別に定めるところにより事業運営上必要があると認める

場合は、契約制限価格の制限以内で価格又はその他の条件が会社にとって も有利な申込みをした

者とその価格について協議を行い、合意を得て、その者を契約の相手方とすることができる。この場

合において契約の価格は、合意を得た価格とする。 

（随意契約の相手方の決定の特例） 

第４１条 第３６条、第３７条、第３９条及び第４０条の規定にかかわらず、契約責任者は、価格又は

その他の条件により２回以上の申込みを認めるせり上げ又はせり下げ方式により、随意契約の相手

方を決定することができる。 

第４章 契約の締結 

（契約締結の通知） 

第４２条 契約責任者は、競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、

これらの者に直ちに、契約を締結する旨の通知をしなければならない。 

２ 契約責任者は、前項の通知をするときは、当該契約の締結日その他必要な事項を明らかにしてお

かなければならない。 

（契約書の作成） 

第４３条 契約責任者は、前条第１項の通知を行ったときは、規程第９条に基づき、遅滞なく契約書を

作成しなければならない。 
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２ 契約責任者は、前項の規定により契約書を作成するときにおいて、前条に規定する契約締結の通

知後正当な理由がなく、別に定める期間内に契約の相手方が契約書に記名押印しない場合又は契約

責任者が契約書に記名押印しない場合は、当該契約が確定しない旨あらかじめ措置しておかなけれ

ばならない。 

３ 契約責任者は、前項の場合において、契約締結の通知後正当な理由なく契約の相手方が契約書に

記名押印しない場合は当該契約が確定しなかった旨を、契約責任者が契約書に押印しない場合は理

由を明示してその旨を契約の相手方に通知しなければならない。 

（契約書の附属書類） 

第４４条 契約責任者は、契約書を作成するにあたり、次の各号に掲げるもののうち、契約の性質又は

目的に応じ、当該契約に必要と認められる書類を契約書の附属書類として、契約書の一部としての効

力を持たせなければならない。 

一 公告の内容を記載した書面の写し 

二 指名通知書又は見積方通知書の写し 

三 入札者又は見積者に対する指示書の写し 

四 入札書又は見積書の写し 

五 契約締結決定通知書の写し（第４２条第１項に定める通知を書面により行った場合のみ） 

六 共通仕様書 

七 特記仕様書 

八 設計図（位置図、平面図等の図面を含む。） 

九 費用内訳明細書及び工程表又は費用計算書 

十 その他契約に必要な書類 

十一 前各号の追録その他これらを補足する書類 

（契約書作成の省略） 

第４５条 契約責任者は、規程第９条ただし書きにより契約書の作成を省略する場合は、請書をもっ

てこれに代え、特に支障がないと認められる場合は、見積書に契約上必要な事項を記載してさらに請

書に代えることができる。この場合の附属書類については前条の規定を準用する。 

２ 契約責任者は、前項に規定する請書に、契約の名称、履行場所、履行期限及び契約金額のほか、次

に掲げる事項のうち必要な事項を記載しなければならない。 

一 権利、義務の譲渡に関すること 

二 履行の委任又は下請負に関すること 

三 検査及び目的物の引渡しに関すること 

四 契約代金の支払の時期及び方法に関すること 

五 違約金、延滞損害金その他の損害金に関すること 

六 危険負担及び契約不適合責任に関すること 

七 契約内容の変更及び解除に関すること 

八 その他必要な事項 

３ 契約責任者は、契約の相手方に対し、その標準となるべき書式が別に定められている場合は、当該

書式に準拠して、当該契約が確定するために必要な請書の作成を求めなければならない。 

４ 契約責任者は、第４２条に規定する契約締結の通知後正当な理由なく１４日以内に契約の相手方
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が請書を提出しない場合は、当該契約が確定しない旨あらかじめ措置しておかなければならない。 

５ 契約責任者は、前項の場合において請書が提出されなかったときは、当該契約が確定しなかった

旨を契約の相手方に通知しなければならない。 

（履行ボンド） 

第４６条 契約責任者は、規程第１０条に定める契約保証金に代えて、契約の相手方から、別に定める

とおり、履行ボンドの提出を求める。 

第５章 契約の履行 

（承諾事項） 

第４７条 契約責任者は、契約書又はその附属書類において、次に掲げる事項につき会社の承諾又は

承認を受けるよう約定している場合は、契約の相手方からの申請に基づき、必要な審査を行わなけれ

ばならない。 

一 契約によって生ずる債権及び債務の第三者への譲渡又は継承 

二 契約の全部又は一部の履行の第三者への委任又は請負 

三 契約の履行につき債務を連帯して保証する完成保証人 

四 契約代金の請求及び受領の第三者への委任 

五 その他契約上特に必要と定めた事項 

（履行遅滞） 

第４８条 契約責任者は、契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の相手方が約定の期限内に

債務を履行することができない場合は、契約を解除しないで、相当の期間を限り、これを履行遅滞と

して取扱うことができる。 

（延滞金） 

第４９条 契約責任者は、前条の規定により履行遅滞の取扱いをした場合は、契約金額（目的物の受渡

しを要する契約で、既に受渡しを行った部分があるときは、その部分を除く。）について遅延日数１

日につき一定の割合で計算した金額を、契約の相手方に対し、延滞金（履行の遅滞に係る損害賠償金

その他会社が請求すべき金員をいう。以下同じ。）として請求しなければならない。 

２ 前項の延滞金は、契約責任者が期限を指定して請求しなければならない。 

（危険負担） 

第５０条 契約責任者は、特定物の給付を目的とした契約において、その受渡し前に、契約の相手方の

責めに帰すことのできない理由により債務の全部又は一部が履行不能になった場合の損害は、契約

の相手方の負担としなければならない。ただし、会社の責めに帰する理由による場合の損害について

は、この限りではない。 

（損害負担の措置） 

第５１条 契約責任者は、契約の目的物の受渡し前において当事者双方の責めに帰することのできな

い理由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。 

２ 契約責任者は、前項の場合において、天災その他不可抗力により契約の相手方が損害を受けたと

きは、その損害が重大で、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注意をしたと認められる場合に限り、

その損害の全部又は一部を会社の負担とすることができる。 

（監督） 

第５２条 規程第１１条に規定する監督の方法については、別に定める。 
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（検査） 

第５３条 契約責任者は、規程第１２条に基づき、契約の相手方から債務の履行を完了した旨の書面

による届出を受理したときは、検査責任者に検査を依頼し、又は検査を行い、当該検査の結果、債務

の履行が完了したものと確認した場合は、契約の相手方にこの旨を通知し、必要がある場合は、認定

書を発行することができる。 

（債務の一部不履行） 

第５４条 契約責任者は、前条に規定する検査の結果、債務の一部が履行されていないことを確認し

た場合は、契約の相手方に期限を定めて修正又は補完を請求しなければならない。 

２ 契約責任者は、契約の相手方が前項に定める修正又は補完を完了したときは、当該修正又は補完

を完了した部分につき前条の規定を準用する。 

（受渡し） 

第５５条 契約責任者は、第５３条に規定する通知又は認定書の発行をした場合で、契約の目的物又

はその成果品の受渡しを必要とする場合は、直ちに契約の相手方にその物の受渡しを請求しなけれ

ばならない。この場合において受渡行為のあったときは、受渡書の提出を受けて当該受渡しに関する

権利関係を明確にしておかなければならない。 

（契約不適合責任） 

第５６条 契約責任者は、契約の目的物の引渡しを受けた後、契約の種類ごとに定めた契約不適合責

任期間内に、その目的物に契約不適合を認めた場合は、相当の期間を定めて、契約の相手方に対し、

目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することとし、必要があると認められる

場合は、代金減額請求又は損害賠償のいずれか又は両方を請求しなければならない。 

（代価の支払措置） 

第５７条 契約責任者は、契約の相手方から所定の請求書の提出があった場合は、代価の支払に係る

約定期間内にこれを支払うよう措置しなければならない。ただし、前払金及び概算払金を除く代価を

支払う場合は、あらかじめ検査に合格していることを確認しなければならない。 

２ 契約責任者は、前項により代価を支払うにあたり、違約金、遅延損害金、賠償金その他会社が請求

すべき金員がある場合は、支払代価からこれらの金額を控除し、なお不足を生ずるときは請求できる

よう措置しておかなければならない。 

（遅延利息） 

第５８条 契約責任者は、契約の相手方から支払請求があったときにおいて、会社の責めに帰すべき

理由により、前条第１項に規定する約定した支払期間を経過して代価を支払う場合は、その支払金額

に対し、期間満了の日の翌日から支払いをする日までの遅滞日数に応じ、一定の割合で計算した金額

を遅延利息として支払うものとする。 

２ 契約責任者は、会社の責めに帰すべき理由により約定した検査期間内に検査をしなかった場合は、

その期間満了の日の翌日から検査を完了した日までの遅滞日数を約定した支払期間の日数から差し

引かなければならない。この場合において、検査の遅滞日数が約定した支払期間をこえるときは、そ

のこえる日数について、一定の割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払うものと

する。 

（前払金） 

第５９条 契約責任者は、契約金額のうちから前払金を支払おうとする場合は、別に定める契約の種
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類ごとの前払金の基準に基づき、その支払うべき金額を約定しなければならない。 

２ 契約責任者は、契約の相手方が、公共工事の前払金保証事業会社と契約の履行期間を保証期間と

する前払金保証契約を締結し、その保証証書を会社に寄託した場合に、前項に定める前払金を支払う

ものとする。 

３ 契約責任者は、契約の相手方が前払金を当該契約を履行するため以外の目的に使用することを認

めてはならない。 

４ 契約責任者は、契約内容の変更その他の理由により契約代金の額又は履行期間を変更する場合に、

併せて前払金の額を増減し又は前払金の保証期間を変更する必要がある場合は、あらかじめ、これに

伴う措置を約定しておかなければならない。 

５ 契約責任者は、部分払を行う場合において、契約の相手方に前払金を支払っているときは、償却を

完了するまで、出来高の全体に対する割合をその前払金に乗じて得た額に相当する額を支払うべき

部分払いの額から控除するよう措置しておかなければならない。 

（部分払） 

第６０条 契約責任者は、部分払を行おうとする場合は、あらかじめ、その支払率、回数、支払期限等

を約定しておかなければならない。 

（代価の精算） 

第６１条 契約責任者は、契約の目的物の受渡しを要する契約についてはその受渡しを行ったとき、

契約の目的物の受渡しを要しない契約については債務の履行が完了したことを確認したときに、当

該契約の債務に係るすべての代価を精算するよう措置しなければならない。 

２ 第５７条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

（代価の請求方法） 

第６２条 契約責任者は、会社の財産を譲渡し、又は貸与しようとする場合において請求すべき代価

があるときは、当該財産の引渡し前に約定した代価の支払により譲渡又は貸与しなければならない。

ただし、やむを得ない事情があると認めた場合又は機械、物品等の貸与に伴う使用料、損料その他の

代価を請求しようとする場合は、相当の期間を定め、分割支払を認めることができる。 

２ 第５７条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

第６章 契約の解除及び変更 

（契約の解除） 

第６３条 契約責任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合又は会社の事業運営上必要が

ある場合は、契約の全部又は一部を解除することができるよう約定しておかなければならない。 

一 正当な理由によらないで契約の全部若しくは一部を履行しない場合又は約定期限までに債務の

履行を完了する見込みがない場合 

二 正当な理由により契約の解除を申し出た場合 

三 前各号に掲げる場合のほか契約上の業務に違反していると認められる場合 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において既済部分があるときは、これを引き取るものとす

る。この場合における代価は、既済部分についての出来形に応じたものとする。 

（履行請求） 

第６４条 契約責任者は、契約の相手方が前条第１項各号の一に該当する場合において、完成保証人

を立てているときは、契約を解除しないで当該完成保証人に対し債務の履行を完了すべきことを請
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求しなければならない。 

２ 契約責任者は、前項の請求を行った場合は、完成保証人に、契約の相手方が会社に対して有する債

権及び債務の全部又は一部を承継するよう措置しなければならない。この場合においては、承継当事

者双方、保証事業会社その他の関係人を立ち会わせたうえ、書面をもって、権利関係の確認をしてお

かなければならない。 

（違約金の請求） 

第６５条 契約責任者は、完成保証人を立てている契約において、契約の相手方又は完成保証人の責

めに帰すべき理由により当該契約を解除したときは、契約の相手方若しくは完成保証人又はそのい

ずれからも、一定率以上の違約金を請求できるようあらかじめ約定しておかなければならない。 

２ 契約責任者は、契約保証金の支払又は保証証書の提出が必要な契約において、契約の相手方の責

めに帰すべき理由により当該契約を解除したときは、違約金に代え、契約保証金又は保険金を請求で

きるようあらかじめ約定しておかなければならない。ただし、契約の目的又は性質により必要ある場

合は、一定率以上の違約金の請求を約定することができる。 

（損害賠償の請求） 

第６６条 契約責任者は、契約の相手方又はその完成保証人の責めに帰すべき理由により、当該契約

に関し会社が損害を受けたときは、前条第１項に規定する違約金のほかにその損害の賠償を契約の

相手方又はその完成保証人に請求することができるようあらかじめ約定しておかなければならない。 

２ 契約責任者は、契約保証金の支払又は保証証書の提出が必要な場合において、契約の相手方の責

めに帰すべき理由により、当該契約に関し会社が損害を受けたときは、契約保証金又は保険金のほか

にその損害の賠償を請求することができるようあらかじめ約定しておかなければならない。ただし、

前条第２項ただし書の規定により違約金を請求することを約定している場合はこの限りではない。 

（契約書等の変更） 

第６７条 契約責任者は、契約の内容を変更したときは、契約書（請書を含む。）及びその附属書類を

すみやかに改訂しなければならない。このときにおいては、第４２条及び第４３条の規定を準用す

る。 

（契約金額等の変更方法） 

第６８条 契約責任者は、契約金額又は契約単価を変更しようとする場合は、契約の相手方から見積

書又は承諾書の提出を受けなければならない。 

（履行期限の変更方法） 

第６９条 契約責任者は、契約の履行期限を変更しようとする場合は、契約の相手方と協議のうえ、変

更日数その他必要な事項を決定しなければならない。 

２ 契約責任者は、契約の相手方が約定の期限内に債務を履行することができない場合は、契約の相

手方から書面により届出のあった理由、延期日数等について、契約の相手方と協議のうえ、変更日数

その他必要な事項を決定しなければならない。 

（変更による損害の補填） 

第７０条 契約責任者は、会社の責めに帰すべき理由により、契約内容を変更した場合において、契約

の相手方が損害を受けたと認められるときは、これを補填する措置をとることができる。 

２ 前項の措置は、契約の相手方から損害の種類、損害額その他請求の理由を書面により届出のあっ

た場合に講じるものとする。 
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第７章 雑則 

（報告事項） 

第７１条 支社長は、規程第１５条に定める報告について、別に定めるところにより、総務・経理本部

長に報告しなければならない。 

２ 支社長は、次の各号の一に該当する場合は、特に軽微な契約を除き、そのつど、次の各号に掲げる

事項を総務・経理本部長に報告しなければならない。 

一 延滞損害金若しくは違約金又は損害賠償金の請求を行った場合 

二 契約不適合責任に係る通知又は追完請求若しくは代金減額請求を行った場合 

三 契約を解除した場合 

四 契約の履行を長期にわたって中止した場合 

五 遅延利息の支払又は損害の賠償を行った場合 

六 契約上の紛争が生じた場合 

七 その他特に必要があると認めた場合 

（適用除外） 

第７２条 国、地方公共団体その他の公法人又は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３号の公益法人に事務の委託をする場合においては、第２

章及び第３章の規定を適用しない。 

２ 次の各号の全てに該当する工事等の請負等及び物品等の購買等は、規程及びこの細則の定めは適

用されず、別に定められた方法により調達する。 

一 会社が市場における競争にさらされている日常的な営利事業の遂行のために行う調達であるこ

と。 

二 当該調達を規程及びこの細則の定める手続きに従って行うとした場合、次のイまたはロに該当

するため、日常的な営利事業自体の遂行が事実上困難となること。 

イ 営利事業の目的のために迅速に調達することが必要であること。 

ロ 規程及びこの細則の定める方法により調達に関する公示をした場合、商業上の秘密が公開さ

れることとなり、商業上の利益が失われることとなること。 

（国際入札の特例） 

第７３条 契約を国際入札の方法により締結しようとする場合は、規程の特例を別に定めることがで

きる。 

（実施手続） 

第７４条 この規定を実施するための必要な要領等については契約の種類ごとに別に定める。 

 

附 則 

この細則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

  附 則（平成１８年度細則第５号） 

この細則は、平成１８年７月１日から施行する。 

  附 則（平成１８年度細則第２３号） 
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この細則は、平成１９年３月１日から施行する。 

  附 則（平成１８年度細則第３８号） 

この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則（平成１９年度細則第１４号） 

この細則は、平成１９年９月１日から施行する。 

  附 則（平成１９年度細則第２１号） 

この細則は、平成２０年２月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年度細則第８号） 

この細則は、平成２０年７月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年度細則第１１号） 

この細則は、平成２０年８月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年度細則第１４号） 

この細則は、平成２０年９月１１日から施行する。 

  附 則（平成２０年度細則第２６号） 

この細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年度細則第１１号） 

この細則は、平成２１年９月１７日から施行する。 

附 則（平成２２年度細則第６号） 

この細則は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則（平成２２年度細則第１９号） 

この細則は、平成２３年２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年度細則第３４号） 

この細則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年度細則第３３号） 

この細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年度細則第３号） 

この細則は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則（平成２４年度細則第１２号） 

この細則は、平成２４年８月１日から施行する。 

附 則（平成２４年度細則第２５号） 

この細則は、平成２５年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年度細則第５５号） 

この細則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年度細則第６号） 

この細則は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年度細則第１０号） 

この細則は、平成２６年１０月１６日から施行する。 

附 則（平成２８年度細則第１７号） 

この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３０年度細則第１０号） 

この細則は、平成３１年２月１日から施行する。ただし、北海道支社、東北支社及び新潟支社に係る

第９条の規定は、平成３１年８月１日から施行する。 

附 則（令和元年度細則第３号） 

この細則は、令和元年６月２５日から施行する。ただし、料金システム開発室に係る改正規定につい

ては、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年度細則第１５号） 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年度細則第２３号） 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年度細則第６号） 

この細則は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年度細則第４号） 

この細則は、令和４年６月２８日から施行する。 

附 則（令和５年度細則第４号） 

この細則は、令和５年７月１日から施行する。 
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契約規程実施細則別表１ （第２条第１項関係） 
 
契約責任者 

組織 責任者の職 代理者の職 職務の範囲 
本社 社長 業務監査室長 

（業務監査室の

所掌に属する契

約等に限る） 

  

業務監査室の所掌に属する、契約及び契約の履行につい

ての監督（以下本表において「契約等」という。）に関する

事務のうち、次の各号に掲げるものに係る契約等に関する

事務 

１ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、総務・経

理本部長が所掌する基本契約に基づき、当該基本契約の

相手方から調達することが可能なもの。 

２ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、市場競争

が存在しないため、任意に相手方を特定して調達するこ

とが可能なもの。 

３ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、第３６条

第３項に基づき特定の者に対し見積書の提出を求めて随

意契約を行うもので、かつ契約金額が２５０万円未満で

あるもの。 

４ 工事等の請負等のうち、第７２条に基づき事務の委託

を行うもの。 

５ 物品等の購買等のうち、契約金額が５０万円未満であ

るもの。 

総務・経理本部
長 

経理財務部長 本社の所掌に属する契約等のうち、他の契約責任者の所掌
に関する事務を除いた事務（ただし、協定等により契約の相
手方が特定されているもの並びに施工管理及び調査等管理
の受託業務に関するものを除く。） 

総務・経理本部
長以外の本部長 

経理財務部長以
外の部長 

各部の所掌に属する契約等に関する事務のうち、次の各号
に掲げるものに係る契約等に関する事務 
１ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、総務・経
理本部長が所掌する基本契約に基づき、当該基本契約の
相手方から調達することが可能なもの。 

２ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、市場競争
が存在しないため、任意に相手方を特定して調達するこ
とが可能なもの。 

３ 工事等の請負等及び物品等の購買等のうち、第３６条
第３項に基づき特定の者に対し見積書の提出を求めて随
意契約を行うもので、かつ契約金額が２５０万円未満で
あるもの。 

４ 工事等の請負等のうち、第７２条に基づき事務の委託
を行うもの。 

５ 物品等の購買等のうち、契約金額が５０万円未満であ
るもの。 

支社 支社長 副支社長 当該支社の所掌に属する契約等に関する事務（工事等の請
負等及び物品等の購買等のうち、総務・経理本部長が所掌す
る基本契約に基づき、当該基本契約の相手方から調達するこ
とが可能なものも含む。） 

事務所 事務所長 副所長（副所長が
２人以上おかれて
いる事務所にあっ
ては事務担当副所
長、副所長がおかれ
ていない事務所に
あっては庶務課長
又は総務担当課長） 

当該事務所の所掌に属する契約等に関する事務（工事等の
請負等及び物品等の購買等のうち、総務・経理本部長が所掌
する基本契約に基づき、当該基本契約の相手方から調達する
ことが可能なものも含む。） 
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契約規程実施細則別表２ （第２条第１項関係） 
 

検査責任者 

組織 責任者の職 代理者の職 職務の範囲 
本社 業務監査室長 所管主幹（当該検

査項目に係る事務
を所掌する主幹を
いう。以下本表に
おいて同じ。） 

本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、業務監査室の所掌するものに係る検
査に関する事務 

経営企画部長 所管課長（当該検
査項目に係る事務
を所掌する課長を
いう。以下本表に
おいて同じ。） 

本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、経営企画部の所掌するものに係る検
査に関する事務 

情報システム部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、情報システム部の所掌するものに係
る検査に関する事務 

総務部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、総務部の所掌するものに係る検査に
関する事務 

人事部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、人事部の所掌するものに係る検査に
関する事務 

広報・ＣＳＲ部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、広報・ＣＳＲ部の所掌するものに係
る検査に関する事務 

経理財務部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、経理財務部の所掌するものに係る検
査に関する事務 

技術本部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、技術本部の所掌するものに係る検査
に関する事務。ただし、技術本部の各部長
が所掌する事務を除く。 

技術・環境部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、技術・環境部の所掌するものに係る
検査に関する事務 

海外事業部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、海外事業部の所掌するものに係る検
査に関する事務 

事業創造部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、事業創造課の所掌するものに係る検
査に関する事務 

総合技術センター
長 

所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、総合技術センターの所掌するものに
係る検査に関する事務 

管理事業本部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、管理事業本部の所掌するものに係る
検査に関する事務。ただし、管理事業本部
の各部長が所掌する事務を除く。 

営業部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、営業課及び料金計画課の所掌するも
のに係る検査に関する事務 

保全部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、保全課の所掌するものに係る検査に
関する事務  

施設部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
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うち、施設課及び施設計画課の所掌するも
のに係る検査に関する事務 

交通部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、交通管理課及び交通技術課の所掌す
るものに係る検査に関する事務 

ＩＴＳ推進部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、ＩＴＳ推進課の所掌するものに係る
検査に関する事務 

建設事業本部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、建設事業本部の所掌するものに係る
検査に関する事務。ただし、建設事業本部
の各部長が所掌する事務を除く。  

建設部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、建設課及び高速道路計画課の所掌す
るものに係る検査に関する事務 

用地部長 所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、用地課及び資産管理課の所掌するも
のに係る検査に関する事務 

サービスエリア・
新事業本部長 

所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、サービスエリア・新事業本部の所掌
するものに係る検査に関する事務。ただし、
サービスエリア・新事業本部の各部長が所
掌する事務を除く。 

サービスエリア事
業部長 

所管課長 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、サービスエリア事業課の所掌するも
のに係る検査に関する事務 

新事業推進部長 所管主幹 本社の所掌に属する検査に関する事務の
うち、新事業推進部の所掌するものに係る
検査に関する事務 

支社 総合企画部長 所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、総合企画部の所掌するものに係
る検査に関する事務。ただし、総合企画部
経理財務センター長が所掌する事務を除
く。 

経理財務センター

長 

所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事

務のうち、経理課及び経理サービス課の所

掌するものに係る検査に関する事務 

技術部長 所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、技術部の所掌するものに係る検
査に関する事務 

管理事業部長 所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、管理事業部の所掌するものに係
る検査に関する事務。ただし管理事業部道
路管制センター長が所掌する事務を除く。 

道路管制センター
長 

所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、交通管理課、交通技術課及び管
制課の所掌するものに係る検査に関する事
務 

建設事業部長 所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、建設事業部の所掌するものに係
る検査に関する事務 

道路事業部長 所管課長 当該支社の所掌に属する検査に関する事
務のうち、道路事業部の所掌するものに係
る検査に関する事務。ただし、道路事業部
道路管制センター長が所掌する事務を除
く。 

事務所 事務所長 副所長（副所長が  当該事務所の所掌に属する検査に関する
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２人以上置かれて
いる事務所にあっ
ては事務担当副所
長（技術関係の検
査については技術
担当副所長）、副所
長が置かれていな
い事務所にあって
は庶務課長又は総
務担当課長（技術
関係の検査につい
ては工務課長又は
工務担当課長） 

事務 
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契約規程実施細則別表３ （第２条第３項関係） 
 
代行責任者 

組織 契約責任者の代行責任者 職務の範囲 
本社 室長又は部長 当該部等の所掌に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務に係る

契約及び監督に関する事務 
１ 契約制限価格が２５０万円以上１億円未満の工事 
２ 契約制限価格が２５０万円以上３，０００万円未満の調査等 
３ 契約制限価格が２５０万円以上１，０００万円未満の物品等 
 

課長又は主幹（チームにあ

ってはチームリーダー、お客

さまセンターにあってはお

客さまセンター長、海外事務

所にあっては海外事務所長） 

当該課等の所掌に属する事務のうち、契約制限価格が２５０万円未
満の工事等及び物品等に係る契約及び監督に関する事務 
 

支社 部長又は課長 当該支社の所掌に属する事務に係る契約及び監督に関する事務の
うち、支社長が別に定めるもの 
 

事務所 副所長、課長又は担当課
長 

当該事務所の所掌に属する事務に係る契約及び監督に関する事務
のうち、支社長が別に定めるもの 
 

 

 

 

 


